
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※本籍と住所が同一とは限りません。本籍地を記入してください。 
※多摩市以外の本籍の方で戸籍謄本・抄本が必要な方は、郵送等で本籍地へ請求してください。 
（郵送申請用紙は、市役所の戸籍窓口・聖蹟桜ヶ丘駅出張所・多摩センター駅出張所にあります。） 

 

必要な証明書に○を付け

てください。 

最近、届出書を提出された

方は記入してください。 
※戸籍作成中により発行

できない場合があります。 

使う方（請求者）に頼ま

れた方は、こちらも記入

してください。 
※押印を忘れずに。 

戸籍を使う方の氏名を記

入してください。 
※押印を忘れずに。 

「個人事項証明書」は、 
戸籍にのっている中で 
必要な方の証明書です。 

「全部事項証明書」は、

戸籍に載っている全員分

の証明書です。 

戸籍の最初に書いてある

方の氏名です。 
※死亡されていても、筆

頭者は変わりません 

※ご請求の際には、運転免許証等必ずご本人確認できるものを持参してください。 


